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 ● コンプライアンス等への取り組み 

コンプライアンス等への取り組み

金融機関の業務は極めて社会的使命が強く、それゆえ、業務遂行上いかなる場合であっ
ても法令を遵守し、高い倫理観をもって臨む姿勢が求められております。
当会はその責任を十分認識し、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置づけ、

「法令等遵守に係る基本方針」等を定めております。
また、コンプライアンス全般にかかる協議等を行うため、代表理事理事長を委員長とす

るコンプライアンス委員会を設置するとともに、年度ごとに策定するコンプライアンス・
プログラムに基づき、業務遂行上の留意点等について計画的に研修を行う等、コンプライ
アンスの一層の定着に取り組んでおります。

コンプライアンス

（ 法令等遵守 ）
への取り組み

《コンプライアンス実施体制》

《法令等遵守に係る基本方針》
（当会の社会的責任と公共的使命の認識）
第１条　　当会のもつ社会的責任と公共的使命を認識し、健全か

つ適切な事業運営の徹底を図る。
（会員等のニーズに適した顧客本位で質の高い金融等サービスの提供）
第２条　　「JAバンクシステム」の一員として、お客さま本位の

サービス提供により、お客さまのニーズに応えるととも
に、市民生活や業務運営に脅威を与えるサイバー攻撃、
自然災害等に備えたセキュリティレベルの向上や災害時
の業務継続確保により質の高い金融および非金融サービ
スの提供並びに「JAバンク基本方針」に基づく指導等を
通じて、県下JA系統信用事業を支援することによりそ
の役割を十全に発揮し、会員、利用者および地域社会の
発展に寄与する。

（法令やルールの厳格な遵守）
第３条　　すべての法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもと

ることのない、公正な事業運営を遂行する。
（反社会的勢力の排除、テロ等の脅威への対応）
第４条　　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し

ては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底する。ま
た、国際社会がテロ等の脅威に直面しているなか、マ

ネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の高
度化に努める。

（透明性の高い組織風土の構築とコミュニケーションの充実）
第５条　　経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、系統

内外とのコミュニケーションの充実を図りつつ、真に透明
な経営の重要性を認識した組織風土を構築する。

（職員の人権の尊重等）
第６条　　職員の人権、個性を尊重するとともに、健康と安全に

配慮した働きやすい環境を確保する。
（環境問題への取組）
第７条　　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するととも

に、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、
環境問題に取り組む。

（持続可能な社会貢献活動への取組）
第８条　　当会が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在で

あることを自覚し、社会の一員として、地域社会等と連
携し、すべての人々の人権を尊重しつつ環境問題等の社
会的課題への対応に努め、社会と共に歩む「企業市民」
として、持続可能な社会貢献活動に取り組む。

【監査機関】

【監査部署】

【決定機関】

経営管理委員会

【協議・統括機関】

【統括部署】

コンプライアンス委員会

決議・報告

決議・報告

報告

報告

報告

監査

監査

協議・報告

報告、連絡、相談

理　事　会

【実践部署】

各室・部長

報告、連絡、相談

各部署・コンプライアンス担当者

監
事
会

業
務
監
査
室
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当会は、「マネー・ロ一ンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」
等を定め、態勢の強化を図っております。
マネー・ロ一ンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用の防止に取り組む

とともに、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との一切の関係を遮断し、確
固たる信念を持って排除の姿勢を堅持しております。

マネー・ロ一ン
ダ リ ン グ 等 
および反社会的
勢力等への対応

（運営等）

　 　当会は、マネー・ロ一ンダリング等防止および反社

会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用とな

る法令等や政府指針を遵守するため、当会の特性に応

じた態勢を整備します。

　 　また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員

に指導・研修を実施し、マネー・ロ一ンダリング等防

止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹

底を図ります。

（マネー・ロ一ンダリング等の防止）

　 　当会は、実効的なマネー・ロ一ンダリング等防止を

実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適

切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じ

ます。

《マネー・ロ一ンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針》
　岩手県信用農業協同組合連合会（以下「当会」といいます。）は、事業を行うにつきまして、マネー・ロ一ンダリン

グおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下、「マネー・ロ一ンダリング等」という。）の防止に取り組みます。

　あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害

を防止するための指針（以下、「政府指針」という。）」等を遵守し、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨みます。

　また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

（反社会的勢力との決別）

　 　当会は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対

応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

（組織的な対応）

　 　当会は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を

行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

（外部専門機関との連携）

　 　当会は、警察、公益財団法人岩手県暴力団追放推進

センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するため

の各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携

をもって、反社会的勢力と対決します。
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利用者保護への社会的要請を踏まえ、利用者のみなさまからより一層の安心と信頼を得
るため、金融商品の販売時における適切かつ十分な説明、相談・苦情等に対する適切な対
応、利用者のみなさまの利益が不当に害されないこと等を目的として、利用者保護に関す
る基本方針を定め、利用者の保護と利便性の向上を図るための継続的な取り組みを行っ
ております。

利用者保護への 
取 り 組 み

１　利用者に対する取引又は金融商品の説明（経営相談

等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含

む。）及び情報提供を適切かつ十分に行う。

２　利用者からの相談・苦情等については、公正・迅

速・誠実に対応（経営相談等をはじめとした金融円滑

化の観点からの説明を含む。）し、利用者の理解と信

頼が得られるよう適切かつ十分に対応する。

３　利用者に関する情報については、法令等に基づく適

正かつ適法な手段による取得並びに情報の紛失、漏洩

及び不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を

講じる。

《利用者保護等管理方針》
岩手県信用農業協同組合連合会（以下「当会」という。）は、農業協同組合法その他関連法令等により営む事業の利

用者（利用者になろうとする者を含む。以下同じ。）の正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守する。

また、利用者の保護と利便の向上に向けて継続的な取組みを行っていく。

４　当会が行う事業を外部に委託するにあたっては、利

用者情報の管理や利用者への対応が適切に行われるよ

う努める。

５　当会との取引に伴い、当会の利用者の利益が不当に

害されることのないよう、利用者保護のための利益相

反管理体制の整備に努める。

※本方針の「取引」とは、「与信取引（貸付契約及びこ
れに伴う担保・保証契約）、貯金等の受入れ、商品の
販売、仲介、募集等において利用者と当会との間で
事業として行われるすべての取引」をいう。
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1． 対象取引の範囲

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取

引」は、当会の行う信用事業関連業務又は金融商品関

連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の

利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

２．利益相反のおそれのある取引の類型

「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下の

とおりです。

⑴　お客さまと当会の間の利益が相反する類型

⑵　当会の「お客さまと他のお客さま」との間の利

益が相反する類型

３．利益相反の管理の方法

当会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場

合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保

護を適正に確保いたします。

⑴　対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を

行う部門を分離する方法

⑵　対象取引又は当該お客さまとの取引の条件もし

くは方法を変更し、又は中止する方法

⑶　対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に

害されるおそれがあることについて、当該お客さ

まに適切に開示する方法（ただし、当会が負う守

《利益相反管理方針の概要》

秘義務に違反しない場合に限ります。）

⑷　その他対象取引を適切に管理するための方法

４．利益相反管理体制

⑴　当会は、利益相反のおそれのある取引の特定及

び利益相反管理に関する当会全体の管理体制を

統括するための利益相反管理統括部署及びその統

括者を定めます。

　この統括部署は、営業部門からの影響を受けな

いものとします。

　また、当会の役職員に対し、本方針及び本方針

を踏まえた内部規則等に関する研修・教育等を実

施し、利益相反管理についての周知徹底に努めま

す。

⑵　利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益

相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理

を実施するとともに、その有効性を定期的に適切

に検証し、改善いたします。

５．利益相反管理体制の検証等

当会は、本方針に基づく利益相反管理体制につい

て、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に

応じて見直しを行います。

当会は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商
品取引法、関係するガイドラインおよび利用者保護等管理方針に基づき、利益相反のお
それのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利用者保護のための利益相反管
理方針（以下、「本方針」といいます。）を定めており、その概要は次のとおりです。

利 益 相 反
管理方針 の

概 要
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当会は、個人情報保護法を遵守するため「個人情報保護宣言」を策定・公表するととも
に個人情報の取り扱いにかかる内部管理規程等を定め、統括管理者を設置する等個人情報
の保護に係る体制を整備しております。

個人情報保護 
への取り組み

1． 関係法令等の遵守
当会は、利用者等の個人情報等を適正に取り扱うた
めに、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情
報保護法」といいます。）および「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律」（以下「番号法」といいます。）をはじめとする関
係法令・ガイドライン等に加え、本保護宣言に定めた
事項および当会の諸規程を誠実に遵守します。

２．利用目的
当会は、利用者等の個人情報等の取り扱いにおい
て、利用目的をできる限り特定したうえで、ご本人の
個人情報等を取得するに当たっては、その利用目的を
通知、公表または明示するとともに、その利用目的の
達成に必要な範囲内において、これを取り扱います。
なお、番号法における個人番号等の利用等、特定の
個人情報等の利用目的が法令等に基づき別途限定され
ている場合には、当該利用目的以外での取り扱いはい
たしません。

３．適正な取得
当会は、個人情報等を取得する際には、適正かつ適
法な手段で取得いたします。

４．安全管理措置
当会は、取り扱う個人情報等を利用目的の範囲内で

正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、漏え
い等を防止するため、安全管理に関する必要かつ適切
な措置を講じ、従業者および委託先（再委託先等も含
みます。）を適正に監督します。

５．第三者への提供
当会は、法令により例外として扱われるべき場合を
除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人
情報を第三者に提供しません。
なお、個人番号等につきましては、番号法に限定的

に明記された場合を除き、第三者に提供いたしません。

《個人情報保護宣言》
岩手県信用農業協同組合連合会（以下「当会」といいます。）は、地域金融機関として、JAとともに金融サービスの

提供を通して農家経営の向上を図り、併せて岩手の農業と地域経済の発展に貢献するため、利用者等の皆様の個人情

報および個人番号等（以下「個人情報等」といいます。）を正しく取り扱うことが当会の事業活動の基本であり社会的

責務であることを認識し、以下の事項を遵守することを宣言します。

６．機微（センシティブ）情報の取り扱い
当会は、ご本人の機微（センシティブ）情報（金融
分野における個人情報保護に関するガイドラインで定
める情報をいいます。）につきましては、法令等に基
づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同
意をいただいた場合などの同ガイドラインに掲げる場
合を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
７．匿名加工情報の取り扱い

当会は、匿名加工情報（個人情報を個人情報の区分
に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別す
ることができないように加工して得られる個人に関す
る情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人
を再識別することができないようにしたものをいいま
す。）の取り扱いにつきましては、関係法令・ガイド
ライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な
措置を講じます。
８．開示・訂正等、利用停止等

当会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本
人からの開示・訂正等および利用停止等のお申し出に
つきましては、迅速かつ適切に応じます。
９．継続的な改善

当会は、取り扱う個人情報等の保護のための取り組
みを継続的に見直し、その改善に努めます。
10．苦情・ご意見・ご要望のお申し出

当会の個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご意
見・ご要望につきましては、誠実かつ迅速に対応しま
す。
当会の個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご意
見・ご要望につきましては、次の窓口までお申し出く
ださい。
〒020－0022 岩手県盛岡市大通一丁目2番1号

岩手県信用農業協同組合連合会
TEL０１９－６２６－８７２６
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金融ADR制度は、一般に「裁判外紛争解決制度」等と訳され、訴訟によらない、より簡
易で、特に消費者の経済的・時間的負担を軽減できる民事上の紛争解決手続きを指し、農
協法や銀行法などに各金融機関の行為規制が定められています。
具体的には、苦情など金融分野のトラブルが発生した場合、「公正・中立な第三者（弁護
士等）の関与を経て、当事者同士の話し合いで解決の途を探る」方法で、弁護士会が設置・
運営する「仲裁センター」等において非公開の手続きで行われるため、当事者の秘密が守
られるなどのメリットがあります。

金融ADR制度 
へ の 対 応

①苦情処理措置の内容
当会では、利用者のみなさまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンクに関するご相談お

よび苦情等を受け付けております。

②紛争解決措置の内容
苦情などの申し出につきましては、当会が対応いたしますが、納得のいくような解決が得られず、利用者のみなさ

まが外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として次の弁護士会を利用で

きます。

なお、JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情を受け付けしております。公平・中立な立場でお申し

出を伺い、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。

なお、JAバンク相談所は、上記弁護士会と提携しており、利用者のみなさまはJAバンク相談所を通じて弁護士会を

ご利用いただけます。

苦情等受付窓口　　資金部　　電話番号　０１９－６２６－８７２６（貯金関係）

　　　　　　　　　融資部　　電話番号　０１９－６２６－８７３５（貸出関係）

　　　　　　　　　受付時間　午前９時～午後５時（金融機関の休業日を除く）

仙台弁護士会　　紛争解決支援センター

JAバンク相談所 電話番号　０３－６８３７－１３５９

　　　　　　　　　受付時間　午前９時～午後５時（金融機関の休業日を除く）



90

JA 岩手県信連の現況 ● 2019

4

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
へ
の
取
り
組
み

当会は、協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客
さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、重要な役割の一つとして位置づ
け、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、金融円
滑化にかかる基本的方針を定め、金融の円滑化に取り組んでまいります。
（平成30年度末における貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権は、102件、4,999
百万円となっております。）

金 融 円 滑 化 
への取り組み

１　当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更

等の申込みがあった場合には、お客さまの特性及び事

業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応する

よう努めます。

２　当会は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極

的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向

けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。

　　また、役職員に対する研修等により、上記取組みの

対応能力の向上に努めてまいります。

３　当会は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等

の相談・申込みがあった場合には、お客さまの知識等

に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うよ

うに努めてまいります。

　　また、お断りさせていただく場合には、その理由を

可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。

４　当会は、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変

更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦

情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さま

の理解と信頼が得られるよう努めてまいります。

５　当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更

等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認ま

たは地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災

事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求め

について、関係する他の金融機関等（政府系金融機関

等、信用保証協会及び中小企業再生支援協議会を含

《金融円滑化にかかる基本的方針》
岩手県信用農業協同組合連合会（以下、「当会」といいます。）は、協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農

業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当会の最も重要な役割のひ

とつ」として位置付け、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を

定め、取組んでまいります。

む。）と緊密な連携を図るよう努めてまいります。

　　また、これらの関係機関から照会を受けた場合は、

守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報

交換しつつ連携に努めます。

６　当会は、お客さまからの上述のような申込みに対

し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制

を整備いたしております。

具体的には、

⑴　代表理事理事長以下、理事、室・部長を構成員

とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円

滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的

に協議します。

⑵　代表理事理事長を「金融円滑化管理責任者」と

して、当会全体における金融円滑化の方針や施策

の徹底に努めます。

⑶　「金融円滑化管理統括者」を設置し、金融円滑

化担当部署における金融円滑化の方針や施策の徹

底に努めます。

７　当会は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢につい

て、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に

応じて見直しを行います。



91

JA 岩手県信連の現況 ● 2019

4

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
へ
の
取
り
組
み

 ● コンプライアンス等への取り組み 

内部監査体制およびリスク管理体制

リスク管理体制

会員・利用者のみなさまに安心して当会をご利用いただくためには、より健全性の高い
経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。
このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応するため、

年度ごとに「リスクマネジメント方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制等
について規定するとともに、リスクマネジメントに関する協議機関としてALM・リスク管
理委員会を設置する等、リスク管理の基本的な体制を整備しております。
また、信用リスクや市場リスク、オペレーショナル・リスク等の保有する様々なリスク

を総体的に把握し、経営体力である自己資本の範囲内に適切にコントロールする統合的リ
スク管理に取り組んでおります。

①リスク管理全般
「リスクマネジメント方針」等リスク管理に係る重要事項の決定は理事会で行ってお

ります。また、各種リスクの実態把握および統合的なリスク管理に向けた具体的なリス

クマネジメント方策等については、ALM・リスク管理委員会で協議を行い、その結果

を理事会に報告しております。

与信取引にあたっては、営業部門と審査部門を独立し、審査部門が二次審査を行うほ

か、各部門において審査および債権管理能力の向上に努めております。

さらに、経営諸活動の全般にわたる管理･運営の制度および業務の遂行状況等につい

ては、監査部門が内部管理態勢（リスク管理態勢を含む）等の適切性と有効性の観点か

ら検証・評価を行っております。

報告 

決議・報告 

協議・報告

報告 

報告 

意見表明 

監査 

指示 

融資部門 余裕金運用部門 資金調達部門 他業務部門 

【監査部署】 

【監事会】 
理 事 会 

ALM・リスク管理委員会 

経営管理委員会 

リスクマネジメント部署 

《リスク管理体制》

当会は、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理および
各部門の業務遂行状況について、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、
適正な業務運営の維持・改善に努めております。
また、内部監査は、年度ごとに定める業務監査計画に基づき、当会の全部署を対象に実
施するとともに、監査結果は定期的に理事会、経営管理委員会に報告しております。
なお、内部監査部門は被監査部署の改善取組状況について定期的にフォローアップを実
施しております。

内部監査体制
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②各種リスク管理

リスク
マネジメント

オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル･リスクとは、正確な事務処理を怠る、あるいは事務処理を誤る等、人為的なエラーによ

り損失を被るリスク（事務リスク）や、コンピュータシステムのダウンまたはシステムの不備等、技術的なエ

ラーにより損失を被るリスク（システムリスク）等の総称です。

当会では、事務ミス・不正等の防止の観点から、各種事務手続等の整備を図っております。さらに事務リス

ク管理の強化を図るため、自己検査の実施や監査部門による定期的な業務監査等を通じ、適正な業務運営と不

正・事故等の未然防止に努めております。

また、システムリスクに対してはセキュリティーポリシー等を制定し、情報資産の安全性確保とコンピュー

タシステムの安全な運用に努めております。

流動性リスク管理

流動性リスクとは、資金調達に

おいて必要資金が確保できず資金

繰りが困難となる場合や、資金の

確保に通常よりも高いコストでの

調達を余儀なくされることにより

損失を被るリスクです。

当会では、大口の資金動向や資

金決済等の管理を日々行うととも

に、流動性資金として短期資金や

流動性の高い有価証券の確保に努

めております。

信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失することにより損失

を被るリスクのことです。

当会では、内部格付により与信先別に与信限度額を設定し、与信管理を行うとともに、格付別・業種別の与

信状況についてモニタリングを実施し、与信集中を管理するなど、信用リスク管理に努めております。

市場リスク管理

市場リスクとは、金利、株価、為

替等の市場要素の変動により保有

する資産の価値が変動することに

より損失を被るリスクです。

当会では、保有する有価証券等

についてBPV（ベーシス・ポイン

ト・バリュー）やVaR（バリュー・

アット・リスク）の計測手法を用

いてリスク量計測を行うとともに、

銀行勘定の金利リスク量（⊿EVE）

を計測し、管理しております。
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